
不在者投票用紙等を請求する

みなさまへ（お願い）

第２４回参議院議員通常選挙選挙において、「不

在者投票請求書兼宣誓書（以下、「請求書」という。）」

を用いて不在者投票用紙等を請求する方は、ご本人

の住所地の市町村選挙管理委員会へ請求書を提
出する必要があります。

大分県庁では、投票用紙等の交付は行っておりま

せん。

つきましては、請求先を十分に確認の上、請求を

行っていただきますようよろしくお願いいたしま

す。

また、請求に関する質問等につきましては、市町

村選挙管理委員会あて直接お問い合わせください。

なお、市町村選挙管理委員会の所在地等はホーム

ページに掲載しておりますのでそちらをご覧くださ

い。




